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６月の健康自生地認定審査会において、新たに２
か所が「健康自生地」として認定され、全部で70か所
（７月１日現在）になりました。興味のある活動や近く
の健康自生地に、ぜひ一度足を運んでみてくださ
い。いろいろなお気に入りの出かけ先を見つけて、楽
しく健康的な毎日をすごしましょう！

施設のメンテナンス休業日に、健康自生地認定No.8「スーパー銭湯レッツ高浜」を開放！
いろいろな健康自生地が、体験コーナーや展示・販売コーナーなどを用意します。

✿　お湯の張っていない大浴場でカラオケ大会
✿　更衣室のロッカーや店内の壁を使って作品展示・販売
✿　休憩スペースでハンドマッサージや体チェック、回想法などの体験
✿　店内各所で地元のお店自慢の飲食物・商品販売

と　き：8月27日（木）　午前１０時～午後4時
ところ：スーパー銭湯レッツ高浜（神明町八丁目19－1）

◆ポイントを貯めるチャンス！
なんと！この日は、フェスタに来場で１ポイント、各健康自生地のコーナーに参加でそれぞれの健康自生地から１ポイ
ントずつ、ゲットすることができます。ポイントカードは忘れずに持参してください！
◆詳しくは…
広報たかはま８月１５日号と同時配布予定のチラシ、または、専用ホームページ「たかはま元気deねっと」で随時情報
を発信していきます。

健康自生地って何？
家に閉じこもって生活が単

調・不活発になると、認知症を
はじめとする介護のリスクが急速に高まります。
高齢者の皆さんが閉じこもることなく、いきいき

とした生活を送ることができるよう、皆さんが自分
から出かけたくなるような場所や地域の皆さんとふ
れあえる場所を、高浜市では「健康自生地」と名づ
け、認定しています。
各健康自生地の運営は、地域の皆さんが自主的

に行い、高齢者の皆さんの居場所づくりに協力いた
だいています。

豊永美容室 連絡先　☎53─5027

問合せ先　いきいき広場内生涯現役まちづくりグループ　☎５２─９８７３
　　　　　専用ホームページ「たかはま元気deねっと」 http://www.takahamashi.info/

認定ＮＯ．６9

高浜市観光案内所　ONI-House(オニハウス)　 連絡先　☎52─2248認定ＮＯ．70
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健康自生地フェスタを開催します！

たかはま元気 検索

健康自生地
大集合！

夏休み期間中です。
ぜひ、お孫さんと
遊びに来てください。

時　間実施日 参加費

月・火曜日以外 8:30～
18:00 なし碧海町三丁目2－25

場　所

不要

・地域で長年愛されている美容室です。
・店の一角にイスが設置してあります。散歩の途中に気軽に立ち寄ってください。
・話し好きな奥さんとのおしゃべりも楽しめます。

予約

時　間実施日 参加費

月曜日、年末年始以外 9:00～
17:00 なし青木町八丁目6－1

場　所

不要

・休憩スペースで自由におしゃべりなどを楽しんでください。
・市内の観光情報、瓦製の置物や高浜ならではの菓子・土産、学校給食でも出さ
　れる「揚げパン」の販売などをしています。（飲食は午後４時３０分まで）
・毎月第２日曜日の午前９時～正午は、朝市・オニマルシェを開催※8月は2日㈰

予約
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問合せ先　□市 総合政策グループ　☎52－1111（内線365）

～ 私たちの愛するまち「高浜市」を未来へとつなげていくために ～

自治基本条例検証委員会②
条例の推進状況、成果・課題、改正の必要性を検証
「自治基本条例」は、みんなで力を合わせて「住んでよかった！」「いつまでも住み

続けたい！」と思える高浜市をつくっていくために、高浜市のまちづくりに関する理念
や基本的な仕組みを定めたルール。
平成23年４月に施行され、今年度で５年目を迎えることから、各条文の精神をふまえ

た取組みが行われているか、各条文が現在の社会情勢に合っているか、運用してみて不都合がないかどうかなどを、
市民の意見を交えて検証していくため「自治基本条例検証委員会」（市民・学識経験者・副市長の計７人で構成）に
おいて検証作業を進めています。
第２回（6月24日開催）では、行政がとりまとめた内部検証の内容をもとに、「これまでの主な取組み」「成

果・課題と今後の方向性」「改正の必要性」について協議し、条例推進に向けて意見交換を行いました。

◆自治基本条例検証委員会は傍聴可能です。
◆自治基本条例や自治基本条例検証委員会の
詳しい内容は、市公式ホームページのト
ップページのバナー「高浜市自治基本条
例」をクリック！

次回の検証委員会の予定　
とき　　８月５日（水）　午後３時～４時30分
ところ　市役所　第２会議室（４階）
検証内容の中間公表に向けて、検証中間報告
書（案）や公表方法などを協議

【前文】
「住んでみたい！」「住んでよかった！」「いつまでも住み
続けたい！」まちにしていくためには、高浜
市のよさをもっと積極的にアピールして
いくとよいのでは？

【第３条 条例の位置付け】
自治基本条例は「自治体の憲法」ともいわれている。
職員の服務宣誓にあたり「自治基本条例
を誠実に遵守する」と盛り込んでいるの
は、とてもよいことである。

【第４条 まちづくりの基本原則】
参画・協働・情報共有の取組みが部署によっ
て温度差が生まれないよう、行政全体の統

一的な行動指針として「参
画・協働・情報共有のガイドラ
イン」をぜひ策定してほしい。

【第８条 事業者の役割と責務】
企業も地域社会の一員として、市の行事

や地域活動に参加・貢献していることも多
い。もっと取組みの見える化を。
また、地域と企業がつながる
きっかけの場があるとよい。

【第６条 子どものまちづくりに参加する権利】
小学６年生を対象に実施している「自治基本条例出

前授業」は、とてもよい取組みだと思う。中学校でも出
前授業を実施し、体系的に学ぶことによ
って、地域とのつながりを持ち、まちづく
りへの参加を促していってはどうか？

【第19条 活動の育成と支援】
最近、自治体消滅論がいわれているが、住民自治が豊

かな自治体は生き残っていくことができる。今後はます
ますコミュニティ教育が大切になる。働いている方が退
職後に、どうしたら地域に根差して暮らしていけるかを
学べる講座なども必要では？

【第７条 市民の役割と責務】【第19条 活動の育成と支援】
子どもが「自治基本条例出前授業」で学んだ話を聞いて、「多くの人たちの支えがあるからこそ、私たち

の暮らしは成り立っている」と改めて実感しました。まちづくりの楽しさややりがいは、やってみて初めて
わかる！ そして、まちづくりへの参加をとおして、次第に自治基本条例に込められた意味もわかってくるよ
うに思う。まずは、実践が大切！ 参加のきっかけを、どうつくっていくかを考えていく必要がある。また、頑張っている人に
対する顕彰、活動の見える化など、さらに意欲を高めていただけるような仕掛けも必要では？　

検証委員会
における
主な意見


